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海南病院初期研修カリキュラム 

全科共通研修目標 

到達目標 

Ａ.医師としての基本的価値観（プロフェッショナリズム） 

1.社会的使命と公衆衛生への寄与 

社会的使命を自覚し、説明責任を果たしつつ、限りある資源や社会の変遷に配慮した 

公正な医療の提供及び公衆衛生の向上に努める。 

2.利他的な態度 

患者の苦痛や不安の軽減と福利の向上を最優先し、患者の価値観や自己決定権を尊重 

する。 

3.人間性の尊重 

患者や家族の多様な価値観、感情、知識に配慮し、尊敬の念と思いやりの心を持って 

接する。 

4.自らを高める姿勢 

自らの言動及び医療の内容を省察し、常に資質・能力向上に努める。 

 

Ｂ.資質・能力 

1.医学・医療における倫理性 

診療、研究、教育に関する倫理的な問題を認識し、適切に行動する。 

2.医学知識と問題対応能力 

最新の医学及び医療に関する知識を獲得し、自らが直面する診療上の問題について、 

科学的根拠に経験を加味して解決を図る。 

3.診療技能と患者ケア 

臨床技能を磨き、患者の苦痛や不安、考え・意向に配慮した診療を行う。 

4.コミュニケーション能力 

患者の心理・社会的背景を踏まえて、患者や家族と良好な関係性を築く。 

5.チーム医療の実践 
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医療従事者をはじめ、患者や家族に関わる全ての人々の役割を理解し、連携を図る。 

6.医療の質と安全の管理 

患者にとって良質かつ安全な医療を提供し、医療従事者の安全性にも配慮する。 

7.社会における医療の実践 

医療の持つ社会的側面の重要性を踏まえ、各種医療制度・システムを理解し、地域社 

会と国際社会に貢献する。 

8.科学的探求 

医学及び医療における科学的アプローチを理解し、学術活動を通じて、医学及び医療 

の発展に寄与する。 

9.生涯にわたって共に学ぶ姿勢 

医療の質の向上のために常に省察し、他の医師・医療者と共に研鑽しながら、後進 

の育成にも携わり、生涯にわたって自律的に学び続ける。 

 

Ｃ.基本的診療業務 

コンサルテーションや医療連携が可能な状況下で、以下の各領域において、単独で診療 

ができる。 

1.一般外来診療 

頻度の高い症候・病態について、適切な臨床推論プロセスを経て診断・治療を行い、 

主な慢性疾患については継続診療ができる。 

2.病棟診療 

急性期の患者を含む入院患者について、入院診療計画を作成し、患者の一般的・全身 

的な診療とケアを行い、地域連携に配慮した退院調整ができる。 

3.初期救急対応 

緊急性の高い病態を有する患者の状態や緊急度を速やかに把握・診断し、必要時には 

応急処置や院内外の専門部門と連携ができる。 

4.地域医療 

地域医療の特性及び地域包括ケアの概念と枠組みを理解し、医療・介護・保健・福祉 

に関わる種々の施設や組織と連携できる。 
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実務研修の方略 

 

外来又は病棟において、下記の症候を呈する疾患について、病歴、身体所見、簡単な検査 

所見に基づく臨床推論と、病態を考慮した初期対応を行う。 

ショック、体重減少・るい痩、発疹、黄疸、発熱、もの忘れ、頭痛、めまい、意識障害・ 

失神、けいれん発作、視力障害、胸痛、心停止、呼吸困難、吐血・喀血、下血・血便、嘔 

気・嘔吐、腹痛、便通異常(下痢・便秘)、熱傷・外傷、腰・背部痛、関節痛、運動麻痺・ 

筋力低下、排尿障害(尿失禁・排尿困難)、興奮・せん妄、抑うつ、成長・発達の障害、妊 

娠・出産、終末期の症候 

 

経験すべき疾病・病態－２６疾病・病態－ 

外来又は病棟において、下記の疾病・病態を有する患者の診療にあたる。 

脳血管障害、認知症、急性冠症候群、心不全、大動脈瘤、高血圧、肺癌、肺炎、急性上 

気道炎、気管支喘息、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、急性胃腸炎、胃癌、消化性潰瘍、肝炎・ 

肝硬変、胆石症、大腸癌、腎盂腎炎、尿路結石、腎不全、高エネルギー外傷・骨折、糖尿 

病、脂質異常症、うつ病、統合失調症、依存症(ニコチン・アルコール・薬物・病的賭博) 

経験すべき症候及び経験すべき疾病・病態の研修を行ったことの確認は、日常業務において 

作成する病歴要約に基づくこととし、病歴、身体所見、検査所見、アセスメント、プラン(診

断、治療、教育)、考察等を含むこと。 

 

※上記の２９症候と２６疾病・病態は２年間の研修期間中に全て経験するように求められて

いる必修項目となる。少なくとも半年に１回行われる形成的評価時には、その時点で研修医が

経験していない症候や疾病・病態があるかどうか確認し、残りの期間に全て経験できるように

ローテ－ション診療科を調整する必要がある。なお、｢体重減少・るい痩｣、｢高エネルギー外

傷・骨折｣など、｢・｣で結ばれている症候はどちらかを経験すればよい。依存症(ニコチン・ア

ルコール・薬物・病的賭博)に関しては、ニコチン、アルコール、薬物、病的賭博依存症のい

ずれかの患者を経験することとし、経験出来なかった疾病については、座学で代替することが

望ましい。 

病歴要約とは、日常業務において作成する外来または入院患者の医療記録を要約したもの 

経験すべき症候－２９症候

－ 
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であり、具体的には退院時要約、診療情報提供書、患者申し送りサマリー、転科サマリー、 

週間サマリー等の利用を想定しており、改めて提出用レポートを書く必要はない。 

症例レポートの提出は必須ではなくなったが、経験すべき症候（２９症候）、および経験す 

べき疾病・病態（２６疾病・病態）について、研修を行った事実の確認を行うための日常業務

において作成する病歴要約を確認する必要がある。 

病歴要約には、病歴、身体所見、検査所見、アセスメント、プラン(診断、治療、教育)、考

察等を含むことが必要である。 

病歴要約に記載された患者氏名、患者 ID番号等は同定不可能とした上で記録を残す。 

｢経験すべき症病・病態｣の中に少なくとも 1症例は、外科手術に至った症例を選択し、病歴要

約には必ず手術要約を含めることが必要である。 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


